
２．現指定管理者の概要【施設所管課記入】

３．施設の概要【施設所管課記入】

（様式第１号）

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する評価票（評価対象年度：令和５年度）

施 設 の 名 称 仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設

１．当該施設の管理形態の推移【施設所管課記入】

期　　　　　             間 管理形態 指定管理者（管理受託者）の名称 摘 要

株式会社東北ダイケン

指 定 管 理 者 の 名 称
名  称

指 定 管 理 者 の 名 称 株式会社東北ダイケン

施 設 所 管 部 課 （ 室 ） 土木部港湾課

平成２９年４月 　～　 令和４年３月 指定管理者 株式会社東北ダイケン

平成２６年４月 　～　 平成２９年３月 指定管理者

株式会社東北ダイケン

所在地 仙台市青葉区一番町３丁目６－１　一番町平和ビル６階

令和４年４月 　～　 令和９年３月 指定管理者 株式会社東北ダイケン

施 設 の 名 称 仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設

所 在 地 仙台市宮城野区港２丁目地内

指 定 期 間 　令和４年４月１日　～　令和９年３月３１日　（５か年）

募 集 方 法 　■　公募　　□　非公募

構 造 ①仙台港中央公園：８５，８４６㎡，②仙台港リバーウォーク：９，８０９㎡

内 容

①管理棟・野球場・テニスコート・展望台・海の広場・多目的広場
駐車場・トイレ（３棟）・その他
②緑地帯・その他

設 置 年 月 昭和６３年８月暫定供用開始，平成４年４月全面供用開始

根 拠 条 例 等 港湾施設等管理条例

有料公園施設利用料

開 館 （ 所 ） 日 原則として通年開園（有料公園施設は１２月２９日～１月３日まで休業日）

開 館 （ 所 ） 時 間 管理棟：午前８時３０分～午後５時１５分，有料公園施設：午前７時～午後６時（１１月～３月は午後５時まで）

設 置 目 的
貨物の取扱等事業活動が行われる仙台港区内の環境を快適にし、港湾利用者や県民等に散
策や休養、レクリエーションなどによる海や港とのふれあいの場を提供するとともに、港湾に対す
る親しみや活動に対する理解の増進を図る。

施 設 の 内 容

敷 地 面 積 ９５，６５５㎡

指 定 管 理 者 が 行 う
業 務 の 範 囲

①有料公園施設（野球場・テニスコート）の使用許可に関する業務
②施設の維持管理に関する業務
③その他，知事が別に定める業務

利 用 料 金 制

採 用 の 有 無 　■　有　　□　無

利 用 料 金 の 名 称



４．施設利用実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 開館（所）日数及び利用者数

日 日 日

人 人 人

 (2) 延べ利用者数の内訳

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

５．管理運営収支実績【施設所管課記入（太枠内は指定管理者記入）】

 (1) 収入

 (2) 支出

 (3) 収支

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

365 365

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和５年度）

(A)

前　年　度
（令和４年度）

(B)

評価対象年度
（令和５年度）

(C)

100.0% 100.0%

延べ利用者数 130,000 124,831 136,754 105.2% 109.6%

開館（所）日数 365

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（令和５年度）

(A)

前　年　度
（令和４年度）

(B)

評価対象年度
（令和５年度）

(C)

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

84.5% 87.9%

一般来園者 120,000 115,222 128,303 106.9% 111.4%

有料施設利用者 10,000 9,609 8,451

- -

- -

- -

合　　　　計 130,000 124,831 136,754 105.2% 109.6%

（単位：千円、％）

項　　　　　目

事業計画 実　　績
対計画比
(C)/(A)

対前年度比
(C)/(B)

評価対象年度
（　　　　年度）

(A)

前　年　度
（　　　　年度）

(B)

評価対象年度
（　　　　年度）

(C)

79.4% 84.1%

県指定管理料 12,300 12,100 12,300

その他

100.0% 101.7%

利用料金収入 2,660 2,512 2,112

9,351 9,602

- -

収 入 計　(ａ) 14,960 14,612 14,412 96.3% 98.6%

95.1% 102.7%

施設管理費 6,390 7,206 7,322 114.6% 101.6%

人件費 10,100

- -

事業運営費

支 出 計　(ｂ) 16,490 16,557 16,924

- -

その他

-1,743 -1,945

102.6% 102.2%

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) -1,530 -1,945 -2,512 164.2% 129.2%

- 111.6%

次期繰越収支差額 -3,688 -4,457 - 120.9%

前期繰越収支差額

　※　自主事業

自主事業収入 1,530 1,015 1,163 76.0% 114.6%

自主事業支出 0 201 68 33.8%

収    支  (ｃ)=(ａ)-(ｂ) 1,530 814 1,095 71.6% 134.5%



６．評価対象年度（令和５年度）の管理運営評価【指定管理者・施設所管課記入】

評価 評価

6 人 0 人非正規

　・現場責任者１名、職員3名を配置し、本
部担当者１名、本部責任者１名が統括及
びサポート支援に回り、適正な体制で管理
運営を行った。

Ａ

・事業計画書に沿った適切な人員配置が
なされている。
・本社担当者が定期的に巡回し、職員の教
育に当たっている。また防災訓練などを実
施し、職員の対応能力の向上に努めてい
る。

Ａ

人員体制 正規

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】
県の評価

【施設所管課記入】

②施設・設備の維持
　 管理業務の実施

・園内の巡回点検を計画通り実施し、点検
時の不具合箇所については、早急に修繕
対応するなど施設の維持管理に努めた。
・９月から第１屋外トイレの汚水槽が溢れて
おり、配管の詰まりが修復できず利用停止
措置をしております。
・テニスコートA・Bコートのゴムチップ剥離老
朽化は修復工事がなされ利用から好評で
すが、他コートの修復要望も多くあります。

・事業計画書以上に実施した。
・快適に公園で過ごせるよう数量以上の維
持管理が出来た。

Ｓ

・テニスコートを中心に経年劣化が目立つ
園内設備の維持管理について、適正に実
施し、施設の破損が発見された際には速や
かに補修を行い、利用者が安心して活動で
きる環境を提供している。

Ｓ

①管理運営体制

・基本協定書、仕様書、事業計画書に基づ
き、植栽、施設、清掃、利用の管理を実施
する為、適正な体制で実施した。
・毎月、担当デスクが巡回時に業務報告、
作業予定確認、利用状況確認、個人情報
や安全管理についての各種教育、業務改
善指示、利用者への接遇教育等を実施。

Ｓ

・野球大会１１６名、ジュニアテニス大会４２
名、リース作り体験１３３名、親子凧揚げ教
室２２名が参加した。
・新たな取り組みとして小学生向けボラン
ティアガイドを行い、利用者の満足度向上
のため工夫している。

Ｓ

③運営業務（ソフト
　 事業等）の実施

・基本協定書、仕様書、事業計画書に基づ
き、施設の清掃、植栽、利用管理を適切に
実施した。
・公園の設置目的を達成する為、効果的、
効率的な運営に努めた。
・利用者の公平・平等な利用の確保に努
め、利用者からの問い合わせ等に対しては
誠意を持って対応する事、透明性の確保に
努めた。

・効果的、効率的に管理運営を行い、利用
者へのサービス向上に努めた結果、利用
者からの評価を受け終了した。

Ｓ

Ｓ

⑤利用者サービス
　 の向上

・テニスコート混雑時の終了予定時刻のア
ナウンス実施。
・合成音声によるマナー、閉園アナウンスの
実施
・テニスコート壁面のペンキ補修
・釣り客及び犬の散歩のマナーアップ推進
（ごみ及び糞の不法投棄）
・キッチンカーを定期的（土日祝）に導入
し、利用者から大変喜ばれました。

事業計画書以上の対応ができた。 Ｓ

・事業計画書に沿って、適切に施設の清
掃、植栽、利用管理を実施した。特に、多
目的広場や林地は、計画以上の回数の草
刈を実施した。
・利用者が安心して利用できるよう、施設の
保全整備を適切に実施した。具体的には、
釣り客へのマナーアップ向上等について、
園内放送や巡回声掛けなどを実践し、事
故発生予防を図った。その他、看板の設置
や園内放送により公園利用マナーの周知
を行い、予防的な施設保全に努めている。

Ｓ

④自主事業の実施

・恒例のクリスマスリース作り体験会を実施
した。
・第6回ジュニアテニス大会を実施した。
・凧揚げ大会を開催
・キッチンカーを毎週土日祝出店し利用者
サービスに貢献した。
・社会人、大学生軟式野球大会を開催（４
チーム　１２０名参加）
・管理棟前に子供用簡易プール設置

・事業計画書以上に実施した。
・参加者には大変好評でした。

・施設の巡回点検を職員が毎日２回行い、
施設の異常及び危険箇所を早期に発見
し、職員で対応可能な小修繕は即座に対
応した。又、専門業者でなければできない
ものは業者に依頼する等適切な対応に努
めた。
・釣り客のゴミの不法投棄や不法焚火など
年々多くなっており、公園火災などにつなが
らないよう園内放送などで来園者へ注意喚
起しております。

・利用者の安全対策を重要視し、施設点検
及び事故防止対策を徹底した。
・危険箇所の早期発見に心がけ、来園者の
事故防止に努めた。

Ｓ

・職員が利用者に積極的に声掛けを行い、
親しみやすい環境づくりを図っている。
・定期的なホームページ更新に加え、季節
ごとのパンフレット配布を追加するなど、公
園情報の発信を充実させ、利用促進に努
めている。
・花壇を整備してパンジーを植え付け、来
場者の写真撮影が増加するなど好評を博
した。

Ｓ

⑥利用者の苦情、
　 要望等の把握
   とその反映

・毎年、苦情、要望が多くなっている施設へ
の要望（Cコート他テニスコート黒ずみ、遊
具新設、トイレ温便座、食堂・売店設置）が
年間を通して一番多い状況です。第１外ト
イレの利用禁止期間が長く、早期に復旧工
事が必要であり、日々、利用者から直して
ほしいとの要望あり。

・利用者アンケートの内容について検討し、
苦情・要望について可能な限り改善を行
い、利用者の声を反映した施設づくりを行っ
た。
・震災前に設置していた遊具の要望も毎年
あるが、新型コロナウイルスで屋外公園利
用が増加しており、子供たちの公園利用も
増加傾向にある。

Ｓ

・利用者アンケート等による意見を適切に
取り入れた管理を行っている。
・職員が利用者に積極的に声掛けを行い、
アンケートに現れないサイレントニーズの把
握に努めている。
・把握した意見等を適切に県へ報告し、利
用者の声を反映させた施設運営に努めて
いる。

・定期的に巡回し、危険箇所の把握、対応
を適切かつ迅速に行った。
・防災訓練、火災訓練に加え、津波避難訓
練の実施や各種対応マニュアル等の読み
合わせを複数回実施し、緊急時対応への
備えを行った。

Ｓ

⑧県民の平等利用
・利用者の公平・平等な利用の確保に努
め、利用者からの問合せ等に対しては誠意
を持って対応した。

・利用者からの公平性に係る苦情等は発生
しなかった。

Ａ
　野球場の予約希望重複時には、公平性
確保のため抽選を行うなど、利用者の公平
かつ平等な利用に配慮している。

Ａ

⑦安全対策



評価 評価

　　　【指定管理者が行う自己評価の基準（目安）】

　

　　　【県が行う評価の基準（目安）】

　

７．施設管理運営の課題等【指定管理者・施設所管課記入】

県の評価
【施設所管課記入】

⑨個人情報の保護
・個人情報保護基準に則り、個人情報の取
り扱いを行った。

・個人情報の漏洩は発生しなかった。 Ａ

項　　　　目
事業実績

【指定管理者記入】
指定管理者の自己評価

【指定管理者記入】

　運動施設整備費はグランド状態が良好な
ため、来期６月に専門業者による整備を実
施します。
利用料・自主事業収入は前年比９３％とテ
ニスコート利用者数減の影響を受け減収で
した。

Ａ

　個人情報保護に関する規定を設け、個人
情報の適正な管理のための必要な措置を
講じることができている。

Ａ

⑩利用実績 上記「４．施設利用実績」のとおり

　来園者数は前年比１０９%の実績でした。
テニスコート利用者数はコート不備の影響
か前年比８１％、野球は前年比９４％、釣り
客は前年比１３９％、一般利用者は１２５％
となりました。来期は仙台市高砂中央公園
が新規オープンする予定ですが野球場、テ
ニスコートも新設され利用者数に影響する
と思われます。

Ａ
　近隣の公園施設等が増加するなかで概
ね安定した利用実績を残すことができてい
る。

Ａ

　施設の老朽化等によって多額の修繕が
必要となったが、適時県と相談し、利用者
の安全な利用を保持しつつ支出抑制に最
大限努めた。

Ａ

⑫その他の取組
・廃棄物の分別を徹底し適正処理を行っ
た。

・省エネルギー・温室効果ガス排出抑制対
策を実施し地球環境保全への貢献に寄与
した。

Ａ

　グリーン購入の継続的な実施に加え、自
主事業として実施したリース作り教室の材
料として、園内で発生して従来は廃棄して
きた木の葉等を活用するなど、環境配慮の
視点を取り入れた運営を行っている。

Ａ

⑪収支実績 上記「５．管理運営収支実績」のとおり

Ｓ

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり、優れた管理運営を行った。

総　合　評　価

　施設全体の老朽化が激しいなか釣り客や
一般利用者とのコミュニケーションを優先し
てとることで、苦情などの減少に寄与してい
る。所長を中心にマナー向上、モラル向上
が公園全体のイメージ向上及び満足度向
上につながるとの認識をもって日々業務に
つきました。

Ｓ

　施設の老朽化等が目立つようになってい
る中、利用者を第一に考え、新規自主事業
の実施や花壇の整備など、主体的な創意
工夫を行い、利用促進や利用者満足度向
上を図っている。
　計画を上回る利用者数を記録するなど、
優れた管理運営を行った。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われなかった。大いに改善努力が必要である。

評　　価 評　　価　　の　　考　　え　　方

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり、適正な管理運営を行った。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり、さらなる工夫・改善が必要である。

Ｂ  年度事業計画書等の内容を下回る実績であり、さらなる工夫・改善が必要である。

Ｃ  年度事業計画書等に基づく管理運営が適切に行われたとは認められず、大いに改善努力が必要である。

Ｓ  年度事業計画書等の内容を上回る実績であり、優れた管理運営が行われた。

Ａ  年度事業計画書等の内容と同程度の実績であり、適正な管理運営が行われた。

項　　　　目
指定管理者

【指定管理者記入】
県

【施設所管課記入】

管理運営の課題等

・利用者のアンケート要望に多い施設老朽化対策（特にテニス
コート床面剥離）工事時期について早めに港湾事務所と協議を行
い、閉鎖期間など検討していきたい
・利用者ニーズにあった自主事業の展開
・混雑期における土日祝日の有料施設利用者の駐車場確保（夢
メッセ側へ誘導促進）
・有料施設利用者の利用促進
・釣り客のマナー向上を目標に日々、管理運営しているが、なか
なか改善がみられない。フェンス破壊、営業時間外不法進入、ご
み投棄など今後も港湾事務所と協議していきたい

・テニスコートを中心とした施設老朽化への対応
・有料施設利用者の利用促進
・釣り客をはじめとした公園利用者のマナー向上


